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別添２  

 

催物の開催制限等について 

 

１ 催物の開催制限等の要請 

催物（イベント・集会等）の開催制限等については、新型インフルエンザ等

対策特別措置法第２４条第９項に基づき、９月９日（金曜日）以降、イベント

主催者及び施設管理者に以下のとおり要請する。 

 

２ イベントの開催制限の目安等 

イベント主催者及び施設管理者はイベントを開催する場合、別紙１「イベン

ト開催等における必要な感染防止策」及び別紙５「感染状況に応じたイベント

開催制限等について」に留意すること。なお、人数上限及び収容率要件による

人数のいずれか小さい方を限度とする。 

 

①  別紙２「感染防止安全計画」を策定し、県による確認を受けた場合 

・人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を１００％（大声なし）とするこ

とを基本とする。 

・なお、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区

分して開催する場合の収容率の上限は、それぞれ、５０％(大声あり)・１０

０％ (大声なし)とする。 

※「感染防止安全計画」は、イベント開催日の２週間前までを目途に県に提出すること。提出

後に計画の変更が必要になった場合には、イベント開催日直前の連絡となることがないよ

う、必要になった段階で速やかにイベント主催者等から県に連絡・相談すること。 

※一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出

可能とする。 

 

②  それ以外の場合 

・人数上限５，０００人又は収容定員の５０％のいずれか大きい方かつ収容率

の上限を５０％ (大声あり)又は１００％(大声なし)とすることを基本とす

る。 

・なお、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区

分して開催する場合の収容率の上限は、それぞれ、５０％(大声あり)・１０

０％ (大声なし)とする。（入場見込５，０００人超で、大声なしの人数が大

声ありを超える場合は、①により、県の確認を受けること。） 

・この場合、別紙３「感染防止策チェックリスト」をイベント主催者等が作
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成・HP等で公表すること。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベン

ト終了日より１年間保管すること。 

 

①及び②のいずれの場合についても、イベント等の開催に当たっては、接触

確認アプリ（COCOA）の活用について、周知すること。 

 

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、「大声」を「観客等が、

(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨す

る又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。 

＜大声の具体例＞ 

観客間の大声・長時間の会話 

スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱  

※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。 

 

３ 留意事項 

ア 感染拡大防止に必要な取組の継続等 

・収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは、十分な人と人と

の間隔（最低１ｍ）を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わな

い程度の間隔を確保すること。 

・なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔（最低１ｍ）の

維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。 

・イベント開催後、「感染防止安全計画」を策定した主催者は、別紙４「イベン

ト結果報告フォーム」を 1か月以内に県に提出すること。 

※一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出

可能とする。ただし、問題発生時の結果報告については速やかに提出すること。 

 

４ 感染防止策の不徹底などの問題が確認されたイベント主催者等への対応等 

感染防止策の不徹底が確認された場合や速やかな結果報告資料の提出がなさ

れなかった場合は、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、

今後開催予定のイベントに関して収容率上限を５０％とする。 

 

【 添付資料 】 

別紙１ 「イベント開催等における必要な感染防止策」 

別紙２ 「感染防止安全計画」 

別紙３ 「感染防止策チェックリスト」 

別紙４ 「イベント結果報告フォーム」 

別紙５ 「感染状況に応じたイベント開催制限等について」 


